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事実の概要

　１　国民年金等の公的年金の給付額は、物価等
の変動率に応じて改定されるが、物価指数を基に
改定する制度を「物価スライド制」という。老齢
基礎年金の額は、所定の額に改定率を乗じて得た
額とされ、改定率は、毎年度、物価変動率に名目
手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改
定される（国民年金法〔以下「国年法」〕27 条 1項・
27 条の 2 第 2 項。厚生年金法〔以下「厚年法」〕43
条の 2第 1項も参照）１）。
　２　平成 12～14 年度は、前々年と比較した
前年の物価指数の変動比率が、12 年度で 0.3％、
13・14 年度で各 0.7％下落したため、物価スライ
ド制を適用すると減額改定が行われるはずであっ
た。しかし、デフレに陥り消費者の可処分所得が
減少するなどの社会経済情勢に鑑み、平成 12～
14 各年度において、年金額を前年度の額に据え
置く特例法が制定された（「物価スライド特例法」）。
その結果、12 年度は、物価スライド特例法が適
用されない場合と比較して 0.3％、13 年度は 1.0％
（0.3％＋ 0.7％＝ 1.0％）、14 年度は 1.7％（0.3％＋
0.7％＋ 0.7％＝ 1.7％）高い水準の年金額が支給さ
れることになった（以下、物価スライド特例法が
適用されない場合の水準を「本来水準」、同法が適用
された結果生じた水準を「特例水準」という）。平
成 15・16 年度については、前々年と比較した前
年の年平均物価指数の変動比率が各－ 0.9％・－
0.3％であったが、平成 15 年法律第 19 号・平成
16 年法律第 23 号は、各年度における前々年から

前年の物価指数の変動の比率分のみ減額改定した
ため、これら各年度でも、本来水準に比べて 1.7％
高い水準の年金が支給されることになった。一方、
平成 16 年の公的年金制度改正（平成 16 年法律第
104 号。以下「平成 16 年改正法」）では、物価・賃
金が上昇した場合に、物価・賃金の上昇を基準と
した改定率に公的年金制度の被保険者総数変動率
と平均余命の伸び率とを勘案して決定される調整
率を乗じて年金額の改定を行う仕組み（マクロ経
済スライド）が導入された。同改正では、支給さ
れる年金額について、本来水準と特例水準の額と
を比較し、特例水準に基づく額が本来水準に基づ
く額を上回る場合にはなお特例水準の額が支給さ
れるとされたところ、同改正後に物価・賃金が上
昇し、本来水準が特例水準を上回ることによって
特例水準が解消されることが想定され、マクロ経
済スライドは本来水準が特例水準を上回った後に
適用されることとされた（同法附則 12 条・31 条）。
しかし、平成 20 年までの物価上昇により、平成
21 年度には本来水準と特例水準との差は 0.8％ま
で縮小したが、平成 23 年度には本来水準と特例
水準との差は 2.5％まで拡大した。この間、マク
ロ経済スライドは発動できない状態が続いた。
　３　そこで国会は、「国民年金法等の一部を改
正する法律等の一部を改正する法律」（平成 24 年
法律第 99 号。以下「平成 24 年改正法」）を制定し、
特例水準について、平成 25 年 10 月に 1.0％、26
年 4 月に 1.0％、27 年 4 月に 0.5％をそれぞれ段
階的に解消する措置を講じた（同法1条）。内閣は、
平成 24 年改正法による読替え後の国年法等の各
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規定に基づく委任を受けたものとして、平成 25
年 9 月に年金額を 1.0％減額改定することを内容
とする政令（平成 25 年政令 262 号）を制定・公布
した。
　４　Ｘらは徳島県内に居住し、国年法等に基づ
く老齢基礎年金等の受給者であるところ、厚生労
働大臣は、平成 24 年改正法等に基づき、平成 25
年 12 月、Ｘらの平成 25 年 10 月分からの老齢基
礎年金等の年金額を改定し、その旨通知した（以
下「本件処分」という）。Ｘらは本件処分について、
社会保険審査官・社会保険審査会に対し審査請求・
再審査請求をしたが、いずれも却下する旨の決定・
裁決がされた。そこでＸらは、平成 24 年改正法
が憲法 25 条・13 条・29 条 1 項及び社会権規約
2条・9条等に反するなどとして、本件処分の取
消しを求め訴えを提起した（のちにこの訴えは行
政事件訴訟法 21 条 1 項に基づき、当事者訴訟として
本件処分前後の年金額の差額に相当する額の金員等
を求める訴えに変更された）。一審（徳島地判令 2・
12・23LEX/DB25568696）は訴えを棄却したため、
Ｘらが控訴した。

判決の要旨

　１　憲法 25条について
　(1)　「憲法 25 条……の趣旨に応えて具体的に
どのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立
法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく
合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざる
を得ないような場合を除き、裁判所が審査判断す
るのに適しない事柄であるというべきである〔堀
木訴訟・最大判昭 57・7・7 民集 36 巻 7 号 1235 頁、
学生無年金障害者訴訟・最判平 19・9・28 民集 61 巻
6号 2345 頁参照〕。」「したがって、平成 24 年改正
法及びこれに基づく本件処分が憲法 25 条に違反
するか否かという点については、平成 24 年改正
法を制定した立法府の裁量判断が著しく合理性を
欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ない
といえるか否かによって判断すべきである。」
　(2)　「Ｘらは、……Ｘらの生活に直結する法的
権利である年金受給権について、その年金受給額
の減額を強要する立法については、広範な立法裁
量を認めることは許されず、立法府の結論に至る
までの裁量権の行使の態様が適正なものであった
かどうかという観点から、①様々の要素を考慮に

入れて時宜に適した判断をしなければならないの
に、いたずらに旧弊に従った判断を機械的に繰り
返していることといったことはないか、②当然考
慮に入れるべき事項を考慮に入れず、又は考慮す
べきでない事項を考慮し、又はさほど重視すべき
ではない事項に過大の比重を置いた判断がされて
いないか、③様々の要考慮事項の中で、特に重き
を置くべきものとそうでないもの、とりわけ、そ
れぞれの事項の憲法上の位置付けの相違等を十分
に考慮に入れた政策判断がされてきたかどうかと
いう諸点についての審査が必要であると主張……
する。」「確かに、……通常は、立法府が立法事実
に基づき、立法目的及びそれを達成するための手
段について、検討を重ねた上で立法されるもので
あるから、その立法過程における過誤・欠落の有
無を検討しなければ、著しく合理性を欠き明らか
な裁量の逸脱、濫用があるかを適切に判断するこ
とが困難である。判断過程統制審査において考慮
されるような立法過程において過誤や欠落がな
かったかを考慮するという手法は十分に傾聴に値
するものであるから、この点については、立法目
的の合理性、その目的達成のための手段の必要性・
相当性について検討する際の考慮要素になるもの
とするのが相当である。このような判断手法をと
ること自体は、前記の最高裁判所判決に反するも
のではないと解される。」
　(3)　世代間の公平及び年金財政の安定や、公
的年金制度の持続可能性の確保という平成 24 年
改正法の立法目的自体は正当と認められ、当時の
社会経済情勢等に照らし、立法目的達成のため年
金額減額という方法で特例水準を解消する必要が
あった。もっとも、特例水準の解消とはいって
も、年金受給者にとっては年金額が減額されるこ
とに変わりはないから、「憲法 25 条の見地から
も、……減額幅や減額期間等について、より慎重
な検討の上実施すべきであったともいえ、その点
で、平成 24 年改正法は、手段の相当性について
疑問がないわけではない。」しかし平成 24 年改
正法による年金額の減額は、3年間で 2.5％であ
り、この程度の減額幅・減額期間を踏まえると、
なお手段の相当性を欠くとまで断じることは困難
である。
　２　憲法 29条について
　(1)　Ｘらの年金受給権は憲法 29 条 1項によっ
て財産権として保障され、平成 24 年改正法等
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は、Ｘらの財産権としての年金受給権を制約す
る。「もっとも、法律で一旦定められた財産権の
内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福
祉に適合するようにされたものである限り、これ
をもって直ちに憲法 29 条 1 項に違反する立法と
いうことができないことは明らかである。そして、
その変更が公共の福祉に適合するようにされたも
のであるかどうかは、一旦定められた法律に基づ
く財産権の性質、その内容を変更する程度、及び
これを変更することによって保護される公益の性
質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権
に対する合理的な制約として容認されるべきもの
であるかどうかによって、判断すべきである〔最
大判昭 53・７・12 民集 32 巻 5号 946 頁参照〕。」
　(2)　年金受給権は憲法 25 条 2項に照らし十分
保障されるべきであるが、性質上、その時々の経
済的・社会的条件等の変動により年金額が改定さ
れることが余儀なくされる権利であり、特例水準
は当初から将来的に解消が予定されていた。「そ
うすると、公的年金制度が社会保険方式を採用し
ており、保険料支払実績を踏まえた年金受給権は
その権利性が高いとのＸらの指摘を考慮しても、
Ｘらの特例水準に基づく年金受給権が、憲法 29
条 1 項により、強い法的保護に値するとまでは
いえない。」平成 24 年改正法によるＸらの財産
権としての年金受給権に対する変更が大きいとま
でいうことはできず、平成 24 年改正法の立法目
的は正当であって、公益に資するものといえる。

判例の解説

　一　平成 24 年改正法の合憲性をめぐって各地
で訴えが提起されており２）、本判決は、他の多く
の裁判例同様、違憲性の主張を排斥した。Ｘらは
憲法 13 条・社会権規約そして平成 25 年政令第
262 号の委任の趣旨・範囲の逸脱についても争っ
たが、以下では憲法 25 条・29 条に関する判断に
焦点を当てたい。

　二　憲法 25 条に関し、本判決は、堀木訴訟・
学生無年金障害者訴訟の枠組みで審査すべきもの
とする（判決の要旨１(1)。制度後退禁止原則の主張
も退けた）。Ｘらは、参議院議員選挙「一票の較差」
訴訟で藤田宙靖裁判官らによって示された考え
方（立法裁量の判断過程統制的司法審査）を援用し

たが３）（判決の要旨１(2)）、本判決は、堀木訴訟と
判断過程統制的司法審査が矛盾しないものである
ことを明言した（判決の要旨１(2)）。学説では、憲
法 25 条に関する立法裁量に判断過程統制的司法
審査が妥当しうると示唆されてきたが４）、これを
裁判例として正面から受容したのは、少なくとも
年金引下げ訴訟の中で初と思われ５）、注目してよ
いように思われる。立法裁量への判断過程統制的
司法審査については、基準の不明確性や行政裁量
における手法の援用の可否といった課題も指摘
され６）、裁量統制の基準や立法判断のどの「過程」
をいかなる観点から審査するかなど、学説として
さらに詰めた検討が求められるだろう７）。
　そもそも、特例水準が公的年金の「一般的ルー
ル」からすると異質な面もあり、立法府による「首
尾一貫性」確保という観点からはむしろ審査が緩
やかになる可能性も否定できないなか８）、本判決
は、多くの裁判所と同様に平成 24 年改正法の立
法目的と立法手段に着目しながらも９）、手段の相
当性について一定の疑問を示しつつ合憲性を支持
する（判決の要旨１(3)）など、その審査は比較的
慎重であったといえる 10）。

　三　憲法 29 条に関して、年金受給権は、その
形成過程に応じて財産権保障の射程が区別され、
主に裁定後の段階について検討されてきたが 11）、
本件ではさらに、平成 24 年改正法がいかなる意
味で財産権を制約するかが問題となる。というの
も、公的年金制度では年金額が社会経済情勢等の
変動により改定されることが内在的に予定され、
制約を観念することはできないという主張もある
からである（国側の主張）。この点は財産権の「内
容形成」論への評価ともかかわるが 12）、多くの
裁判所と同様、本判決は平成 24 年改正法による
「財産権としての年金受給権〔の〕制約」を認め
る（判決の要旨２(1)）13）。
　判断枠組みについて、本判決は、原審同様昭和
53 年判決を参照したが、昭和 53 年判決ではなく
証券取引法事件・最大判平 14・2・13（民集 56
巻 2 号 331 頁）に依拠して判断する裁判例もみら
れた 14）。両判決の関係については様々な議論が
あるが 15）、少なくとも公的年金給付の場合、政
策改定とスライド制により年金額の変動が予定さ
れていることに加え（国年法 4条・27 条の 2・27
条の 3 等参照）、特例水準が将来的における解消
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が予定されていたことも踏まえると、事後的な
財産権の内容変更の際に参照される昭和 53 年判
決とも異なる面もあるかもしれない 16）。もっと
も、租税特措法の遡及的適用が問題とされた最判
平 23・9・22（民集 65 巻 6 号 2756 頁）は、特措
法の適用により納税義務自体は事後的な変更とな
らないものの、課税関係における法的安定に影響
が及びうるとして昭和 53 年判決を参照して判断
している。これを踏まえると、本件でも、いずれ
にせよ公的年金受給者に一定の影響があることは
否定できないから、昭和 53 年判決に即して判断
した本判決は妥当だったといえそうである。昭和
53 年判決と平成 14 年判決とで審査のあり方が実
質的に異ならない旨の指摘もみられるが 17）、そ
の当否は別として、信頼保護の観点や保険料拠出
と給付の関係性など、公的年金の性質に着目して
審査の厳格度を高める可能性は、追究に値すると
いえるだろう 18）。

●――注
１）物価スライド特例法を含めた公的年金のスライド制に
ついては、堀勝洋『年金保険法〔第 3版〕』（法律文化社、
2013 年）248～263 頁を参照されたい。

２）評釈として、札幌地判平 31・4・26 訟月 65 巻 8 号
1183 頁につき田中治・ジュリ 1537 号（2019 年）10
頁、上田健介・社会保障法研究 13 号（2021 年）121 頁
及び浅野公貴・同 147 頁、仙台地判令 3・5・25LEX/
DB25590127 につき遠藤美奈・ジュリ 1570 号（2022 年）
28 頁、本件一審につき武田芳樹・法教 491 号（2021 年）
153 頁等がある。筆者は本判決に関し控訴人側証人とし
て出廷した（なお尾形健「公的年金の給付水準引下げに
かかる憲法問題」同法 72 巻 4号（2020 年）743 頁参照）。

３）最大判平 16・1・14 民集 58 巻 1号 56 頁の亀山継夫裁
判官ほかの補足意見 2、最大判平 18・10・4 民集 60 巻
8号 2696 頁の藤田宙靖裁判官の補足意見。藤田宙靖『最
高裁回想録』（有斐閣、2012 年）255～266 頁及び同『裁
判と法律学』（有斐閣、2016 年）264～277 頁のほか、
山本真敬『立法裁量と過程の統制』（尚学社、2022 年）
第 1章・第 2章参照。

４）渡辺康行「立法者による制度形成とその限界」法政研
究 76 巻 3 号（2009 年）249 頁、290 頁、小山剛『「憲
法上の権利」の作法〔第 3版〕』（尚学社、2016 年）187 頁、
曽我部真裕ほか『憲法論点教室〔第 2版〕』（日本評論社、
2020 年）61 頁［山本龍彦執筆］、遠藤美奈「社会権判
例理論の課題と展望」憲法研究 10 号（2022 年）237 頁、
245～246頁等参照。比較法的検討を含め、松本奈津希「生
存権保障における立法・行政裁量と手続的統制」一橋法
学 20 巻 2号（2021 年）815 頁参照。

５）遠藤・前掲注２）29 頁は、各裁判例から堀木訴訟と判

断過程統制的司法審査の両立可能性を示唆していた。
６）法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成 16 年度
（上）』（法曹会、2007 年）39～40 頁［福井章代執筆］、山本・
前掲注３）310 頁以下参照。

７）憲法上の考慮事項について、山本・前掲注３）318 頁
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